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資料1－1  

厚生科学審議会生活環境水道部会委員名簿  

（50音順、敬称略）  

氏  名   所 属   役 職   

相澤 好治   北里大学医学部長   

安藤 正典   武蔵野大学薬学部教授   

大井田 隆   日本大学医学部教授   

大垣 眞一郎   東京大学大学院工学研究科教授   

大澤 元毅   国立保健医療科学院建築衛生学部長   

大住 荘四郎   関東学院大学経済学部経済学科教授   

岡部 信彦   国立感染症研究所感染症情報センター長   

小笠原 紘一   全国簡易水道協議会技術顧問   

沖  幸子   フラオグルッペ株式会社代表取締役社長   

岸  玲子   北海道大学医学部教授   

坂上 恭助   明治大学理工学部教授   

佐藤 幸雄   地域公共サービス労働組合連合会副会長   

佐野 真理子   主婦連合会事務局長   

‡頬川 昌輝   （社）東京ビルヂング協会連合会監事   

津野   洋   京都大学大学院工学研究科教授   

中野 信博   （社）全国ビルメンテナンス協会理事   

永井 恵   豊島区池袋保健所所長   

古米 弘明   
東京大学大学院工学研究科水環境制御  

センター教授   

御園 良彦   （社）日本水道協会専務理事   

宮山 徳司   埼玉県保健医療部長  



資料1－2  

生活環境水道部会について（開催経緯）  

○第1回 平成14年8月1日（木）  

【議事】（1）厚生科学審議会生活環境水道部会について  

（2）部会長の選出及び部会長代理の指名について  

（3）水道行政の最近の動向について  

（4）諮問について  

（5）その他  

【概要】  

事務局より最近の水道行政の動向（平成13年改正水道法含む。）について説   

明を行った。また、厚生労働大臣から厚生科学審議会会長宛に諮問された内容   

（世界保健機構（WHO）における飲料水水質ガイドラインの改訂の動き等を踏   

まえ、水質基準の見直し等を行うことについて）についてご了承を頂いた。  

○第2回 平成14年12月20日（金）  

【議事】（1）水質管理専門委員会の審議状況について  

（2）その他  

【概要】  

事務局より水質管理専門委員会の審議の進捗状況について報告を行い、水質   

に関する基準の見直し等に係る基本的考え方（素案）、微生物に係る基準、化学   

物質に係る基準、水質検査方法、水質検査計画等についてご意見を頂いた。  

○第3回 平成15年3月11日（火）  

【議事】（1）水質管理専門委員会報告案について  

（2）その他  

【概要】  

事務局より「水質基準の見直し等について（案）」を説明し、基本的考え方、   

病原微生物に係る水質基準、化学物質に係る水質基準、水質検査方法、クリプ   

トスポリジウム等の耐塩素性病原微生物対策、水質検査計画、簡易専用水道の   

管理及び34条機関のあり方、水質管理目標設定項目等の取扱い等についてご意   

見を頂いた。  
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○第4回 平成15年4月28日（月）  

【議事】（1）水質管理専門委員会報告案について  

（2）その他  

【概要】  

生活環境水道部会として「水道法第4条第2項の規定に基づき定められる水   

質基準の見直し等を行うことについて（報告）」を報告書としてとりまとめるこ   

とについてご了承を頂いた。  

○第5回 平成18年8月4日（金）  

【議事】（1）厚生科学審議会生活環境水道部会について  

（2）水道行政の最近の動向について  

（3）クリプトスポリジウム等対策について  

（4）水質基準の見直し等について  

（5）その他  

【概要】  

事務局より水道行政の最近の動向について説明を行った。平成15年の水質基   

準の見直しに関する答申を受け、事務局よりクリプトスポリジウム等の耐塩素   

性病原生物対策（案）及び水質基準の見直し等（案）（塩素酸に係る水質基準の   

設定など）について説明し、ご意見をいただいた。  

○第6回 平成19年10月26日（金）  

【議事】（1）水質基準の見直し等について  

（2）水道施設の耐震化について  

（3）指定給水装置工事事業者制度について  

（4）その他  

【概要】  

事務局より水質基準の見直し等（案）（TOCに係る水質基準値の強化など）、   

水道施設の耐震性能基準の明確化、及び指定給水装置工事事業者制度の施行状   

況の評価・課題等について説明し、ご意見をいただいた。   



TOCに係る水質基準の見直し等について  

1．水質基準等の逐次改正について  

水質基準については、平成15年の厚生科学審議会答申において、最新の科  

学的知見に従い、逐次改正方式により見直しを行うこととされ、厚生労働省で  

は水道水質基準逐次改正検討会を設置し所要の検討を進めているところである。   

同検討会において、 平成19年10月26日厚生科学審議会生活環境水道部会  

以降、厚生労働科学研究による研究成果や食品安全委員会の健康影響評価等の  

知見等に基づき検討が進められ、新たな見直しの方向性が整理された。  

平成15年4月28日 厚生科学審議会答申（厚科審第5号）  

Ⅰ．基本的考え方－3．逐次改正方式 より  

水質基準については、最新の科学的知見に従い常に見直しが行われるべきであり、世   

界保健機関（WHO）においても、飲料水水質ガイドラインの3訂版では、今後ぼ－Rolling   

Revision■■（逐次改正方式）によることとし、従来のような一定期間を経た上で改正作業に   

着手するという方式を改めるとしている。  

我が国の水質基準においても、理念上は逐次改正方式によることとされているが、こ   

れを実効あらしめるためには、例えば、関連分野の専門家からなる水質基準の見直しの   

ための常設の専門家会議を設置することが有益である。  

・水道事業者等に遵守義務・検査義務有り（法§20、  

検査回数の減等について考え方を提示）  

●重金属、化学物質については浄水から評価値の  

⇒10％値を超えて検出されるもの等を選定   

・健康関連31項目＋生活上支障関連20項目  ▲  
・水質基準に係る検査等に準じた検査を要請（水道課長  

通知）  

・評価値が暫定であったり検出レベルは嵩くないものの  

水道水質管理上注意喚起すべき項目  

・健康関連15項目（農薬類102物質1項目を含む）  

＋生活上支障関連12項目  

・毒性評価が定まらない、浄水中存在量が不明等  

・全40項目について情報・知見を収集  
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2．第6回厚生科学審議会生活環境水道部会で示された方向性  

水道法（昭和32年法律第177号）第4条第2項の規定に基づき定められる  

水質基準については、昭和33年に制定して以来、逐次改正を行ってきた。   

平成19年10月26日に厚生科学審議会生活環境水道部会を開催したとこ   

ろ、水質基準等に関連して以下の方向性が示された。   

（1）水質基準の見直し  

項 目   方  針   

全有機炭素（TOC）   ・ KMnO4消費量との相関やTHM類抑制の観点   

現行基準：5mg几   から、「3mg几以下」に強化  

・ 水質基準の改定について食品安全委員会の意  

見を求める   

1十ジクロロエチレン  ・ 食品安全委答申を踏まえ、水質管理目標（目標値   

現行基準：0．02mg几   0．1mg几）に格付け変更  

・ 水質基準の廃止について食品安全委員会の意  

見を求める   

1，2・ジクロロエチレン  ・ 食品安全委答申を踏まえ、基準値をcis、tranS   

現行基準：   合算で0．04mg／L   

シス体0．04mg几、   ・ 水質基準の改訂について食品安全委員会の意   

トランス体0．04mg几  見を求める   

（水質管理目標）  

1，4－ジオキサン   ・ 食品安全委員会の評価結果と若干の違いはあ   

現行基準：0．05mg几   るが、根拠試験が同一であること等から基準変  

更は不要  

・ 毒性評価結果の取扱いにつき食品安全委員会  

と調整を図る   

（2）水質管理目標設定項目等の見直し  

項 目   方  針   

アルミニウム   ・ 0．1mg几以下への制御は困難とする事業体が多   

現行基準：0．2mg／L   いが、硫酸添加により低pH側へ制御すること   

（水質基準）   で可能との知見  

・水質管理目標値（0．1mg／L）も設定  



アセトニト  

に強化  

：0．04mg／L   

（暫定値）   と調整を図る   

ラール   ● 食品安全委答申を踏まえ、0．02mg／L（暫定値）   

：0．03mg／L   に強化   

（暫定値）  ● 毒性評価結果の取扱いにつき食品安全委員会  

と調整を図る  

● 食品安全委答申を踏まえた設定値の変重  

クロルピリホス：0．03mg几→0．003mg／1  

EPN：0．006mg几→0．004mg／1  等   

3．水質基準等の見直しに係る対応状況  

（1）食品安全委員会との調整  

● 全有機炭素（TOC）‥・平成20年5月19日に食品安全委員会に対し  

て、．TOCの水質基準値を改正することについては、その内容から「食  

品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき」に該当すると  

解してよいか照会したところ、同月29日に同委員会から「該当すると  

認められる」との通知があった。  

● 1，】＿－ジクロロエチレン‥平成20年4月11日に食品安全委員会に対し  

て、水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品影響評価に  

ついて意見を求めたところ、同年5月29日に同委員会から「1，1－ジク  

ロロエチレンの耐容一日・摂取量を46pg／kg体重／目と設定する」との通  

知があった。  

● 1，2－ジクロロエチレン…平成20年4月11日に食品安全委員会に対し  

て、水道により供給される水の水質基準の設定に係る食品影響評価に  

っいて意見を求めたところ、同年5月29日に同委員会から「1，2－ジク  

ロロエチレン（シスー1，2－ジクロロエチレンとトランスー1，2－ジクロロエ  

チレンの和）の耐容一目摂取量を17pg／kg体重／目と設定する」との通  

知があった。  

1，4－ジオキサン、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール…清涼飲  

料水に係る食品健康影響評価結果を踏まえた水質基準見直しの判断及  

び不確実係数に応じたリスク管理措置について、食品安全委員会事務  
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局と質問したところ、当該管理措置が適当かどうかについては、リス  

ク管理機関である厚生労働省において一義的に判断すべき問題という  

回答があった。  

以上から、いずれの項目について  も前回平成  19年10月26  日の本部  

会において示された方針を変更することなく水質基準等の改正を行う  

ことと  した。  

（2）検査方法に係る検討  

「水道水質検査法検討会」において、 1．の方向性に伴い見直しが行わ   

れる各項目の検査法の改正について検討したところ、いずれの項目につい   

ても必要定量下限値まで測定可能であること等が確認された。  

（3）パブリックコメント手続の実施  

1．の方向性に伴い見直しが行われる各項目に関して、水質基準又は水   

質管理目標値の改正及びこれらの改正に関係する水質検査方法の改正に   

ついて、意見の募集を行った。意見募集の要領、提出された意見及び回答   

案について参考資料2に示す。  

パブリックコメントの結果は、改正方針の変更を要する意見はなかった   

が、提出されたご意見を踏まえ、水質検査方法の表現を一部修正すること  

とした。  

4．薬品基準、資機材材質基準及び給水装置浸出性能基準に係る検討   

（1）薬品基準等の項目選定の考え方  

薬品基準、資機材材質基準、給水装置浸出性能基準（以下「薬品基準等」   

という。）とは、基準の対象項目について、薬品等からの水への付加又は浸   

出による水への移行を一定以下に抑えるように規制するための基準である。   

これらの基準について、平成12年の薬品基準制定時の考え方や平成15年   

の各基準改正時における対象項目の選定実績を踏まえ、あらためて対象項目   

の選定の考え方を以下のように整理した。  

水質基準項目：  

法令に基づき給水栓における基準遵守が義務づけられている項目であ  

り、それを担保するための措置として、規制対象とすることが不合理な   



場合を除き、原則として薬品基準等を設定する。（薬品や資機材等から水   

道水へ移行する可能性がないもの（生物、消毒副生成物等）や水道用薬品  

の主成分となっているもの等については、これらの基準は設定しない。）   

水質管理目標設定項目・要検討項目：  

通知等に基づき水質管理上留意すべきとしている項目であることか  

ら、原則として法に基づく薬品基準等の対象とはしない。ただし、原材  

料として用いられているなど明らかに薬品等から水道水への移行の可  

能性があるものを中心に、 必要に応じて薬品基準等を設定する。  

なお、水質基準項目から水質管理目標設定項目に変更されるものにつ  

いては、機械的に薬品基準等を維持するのではなく、個々に基準の必要  

性等につき検討を行うこととする。  

（2）今回の水質基準改正に伴う薬品基準等（案）   

今回、水質基準が改正される各項目について、上記の項目選定の考え方に  

基づき薬品基準等の改正案を整理すると以下のとおり。  

1）1，1－ジクロロエチレン   

水質基準項目から水質管理目標設定項目に変更されるものであり、   

①薬品、水道用塗料、管類等の資機材において原料等としての使用がなく、  

また、それらの浸出試験においても検出されないこと   

②本来、水質管理目標設定項目等については、明らかに規制の必要がある  

場合を除き、法令に基づく薬品基準等は設定しないものであること   

から、薬品基準等を削除することとする。  

2）シスー1，2－ジクロロエチレン及びトランスー1，2－ジクロロエチレン   

水質基準項目であり、薬品基準等を設定しない項目の要件にも該当しないこ  

とから、従来の「シスー1，2－ジクロロエチレン」に代えて、別表のとおり薬品基  

準等を設定することとする。  

3）TOC   

水質基準項目であり、薬品基準等を設定しない項目の要件にも該当しないこ  

とから、別表のとおり薬品基準等を設定することとする。   

ただし、資機材・給水装置に係る基準値については、水道用資機材等として  

用いられる塗料等からの溶出量を低減させることが技術的に困難なこと等を踏  

まえ、従来どおり0．5mg几を維持することとする。  
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別表 薬品基準等の改正案  

1，1－ジクロロ  TOC   

エチレン   チレン  

水質基準  現行   0．02mg几   0．04mg／L  5mg／L  

（cis）  

改正案   削除  0．04mg／L  3mg／L   

（水質管理目標設  （cis＋はans）  

定項目：0，1mg／L）  

薬品基準  現行   0．002mg／L   0．004mg／L  0．5mg几  

（cis）  

改正案   削除   0．004mg／L  0．3mg几   

（cis＋trans）  

資機材材質  現行   0．002mg／L   0．004mg／L  0．5mg軋  

基準  （cis）  

改正案   削除   0．004mg／L  0．5mg／L   

（cis＋trans）  

給水  末端   現行   0．002mg／L   0．004mg／L  0．5mg几  

装置  （cis）  

浸出  改正案   削除   0．004mg几  0．5mg几  

性能  （cis＋trans）  

基準                         末端以外の給  0．02mg几   0．04mg／L  5mg几  

水用具又は給  （cis）  

水管   改正案   削除   0．04mg／L  3mg／L   

（cis＋trans）  

5．今後の予定   

（1）水質基準及び水質管理目標設定項目の改正については、本年内を目途に  

省令改正等の必要な手続を進める。改正後の水質基準については、平成21年4  

月より施行する予定。   

（2）薬品基準等については、現在パブリックコメント及びWTO通報の手続  

を進めているところであり、終了後、すみやかに省令改正等の必要な手続を行  

う。これらの基準についても、平成21年4月より施行する予定。   



（参考1） 第6回厚生科学審議会生活環境水道部会で示された方向性（詳細）  

（1）水質基準の見直し   

・全有機炭素（TOC）（現行：水質基準5mg／L）‥平成15年4月28  

日厚生科学審議会答申において検討が課題となっていたTOCの評価  

値について、平成16～18年度に実施された厚生労働科学研究「最新の  

科学的知見に基づく水質基準の見直し等に関する研究」（主任研究者  

眞柄泰基北海道大学大学院教授）の結果、過マンガン酸カリウム消費  

量の相関から過マンガン酸カリウム消費量10mg几に対応するTOCは、  

3～4mg／L程度、また、トリハロメタン対策の観点から、少なくとも  

TOCについては現行基  3m．g几程度以下にすることが必要なことから   

準を強化し、「3mg／L以下」にすることが適切と考えられるので、食品  

安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第7号の規定に基づ  

き、水道法第4条第2項の規定に基づく水質基準を改定することについ  

工食品安全委員会の意見を求める。   

1，1－ジクロロエチレン（現行：水質基準0．02mg几）…食品安全委員  

会における健康影響評価を踏まえ、評価値を0．1mE几とすることが適  

切と考えられるが、この場合、10％値である0，01mg几（現行基準値の  

50％値）を超過する事案が近年報告されていないことから、水質管理目  

標設定項目に変更することが適切である。このため、食品安全基本法  

第24条第1項第7号の規定に基づき、「1，1－ジクロロエチレン」に係  

る水道法第4条第2項の規定に基づく水質基準を廃止することについて、  

食品安全委員会の意見を求める。   

1，2一ジクロロエチレン（現行：水質基準 シスー1，2一ジクロロエチ  

レン 0．04mg几、水質管理目標設定項目 トランスー1，2－ジクロロ  

エチレン 0．04mg瓜）・■・水道原水及び浄水から評価値の10％値を超え  

る検出事例（いずれも低濃度）があるのはcis体に限定されているが、食  

品安全委員会における健康影響評価を踏まえ、ds体とtrans体を合算  

して評価することが適切である。このため、食品安全基本法第24条第  

1項第7号の規定に基づき、「シスー1，2－ジクロロエチレン」に係る水  

道法第4条第2項の規定に基づく水質基準を廃止し、「シス及びトランス  

ー1，2－ジクロロエチレン」に係る水質基準を設定することについて、食  

品安全委員会の意見を求める。   

また、このことに伴い、水質管理目標設定項目からトランスー1，2－  

ジクロロエチレンは削除することとなる。  
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1，4－ジオキサン（現行：水質基準0．05mg几）…食品安全委員会にお  

ける健康影響評価の結果と若干の違いがあるが、同一試験に係る評価  

方法の違いに起因しており、また、WHOガイドライン（第3版／第1次  

追補版、2005年）においても、現行の水道水質基準の設定根拠と同一  

の健康影響評価に基づきガイドライン値が設定されていることから、  

水質基準を変更する必要はないと考えており、食品安全委員会と調整  

●  

を図っていくことと  したい。  

（2）水質管理目標設定項目等の見直し   

・ アルミニウム（現行：水質基準0．2mg几）‥・平成15年4月28日厚生  

科学審議会答申において検討が課題となっていたアルミニウムの評価  

値について、平成16～18年度に実施された厚生労働科学研究「最新の  

科学的知見に基づく水質基準の見直し等に関する研究」（主任研究者  

眞柄泰基北海道大学大学院教授）の結果、硫酸添加により低pH側へ   

制御することで、アルミニウム濃度を0．1mg几以下とすることが可能  

であることがいくつかの浄水場で実証された。しかし、同研究におい  

て、アンケートによる実態調査を行った結果、浄水中のアルミニウム  

濃度が0．1mg几を超過もしくは超過のおそれがある浄水場では、基準  

値が0．1mg几へ引き下げられた場合、低水温、低濁度、高濁度、藻類、  

高pH等に起因し、対応が困難あるいは難しいとした事業体が80％以  

上となった。以上の状況に鑑みると、アルミニウムについては、  

「0・1mg几以下」を水質管理目標イ直とし、他の項目、例えば腐食性の  

指標であるランゲリア指数に留意しつつ、水道事業者においてこの目  

標値を超過しないよう浄水処理の工程管理に努めることが適切と考え  

主立互。また、アルミニウム低減策についての技術的な検討や、水道  

システム全体としての効果とコスト等について、さらに知見の収集を  

図ることが望まれる。   

ジクロロアセトニトリル（現行：水質管理目標設定項目0．04mg几（暫  

定値））…食品安全委員会における健康影響評価では、不確実係数が  

3，000であることを踏まえ、評価値を0．01mかL（暫定値）とすることが  

適切であると考えており、食品安全委員会と調整を図っていくこ＝  

迦。（WHOガイドライン（第3版、2004年）において、不確実係数  

が1，000を超える場合には、暫定値として扱うこととされている。）   

抱水クロラール（現行：水質管理目標設定項目0．03mg几（暫定値））   ●  



…食品安全委員会における健康影響評価では、不確実係数が3，000で  

あることを踏まえ、評価値を0．02mg几（暫定値）とすることが適切であ  

ると考えており、食品安全委員会と調整を図っていくこととしたい。  

この値は、飲料水寄与率を20％と維持した場合のものであり、以下の  

事項について知見を収集することが必要である。  

飲  ◇   

2005年）では80％としており、本物質に係る暴露量調査を実施する必   

要がある。  

令 厚生労働省による17年度調査の結果、  トリハロメタン類の制御を  

適切に行えば、浄水中の抱水クロラールを制御できる可能性が示唆さ  

れており、水屑基準に位置づけを変更しなくとも、抱水クロラールの  

濃度を低いレベルに制御できると期待されること。  

農薬類 … 水質管理目標設定項目である「農薬類」のうち、以下の  

3物質について、食品安全委員会における健康影響評価を踏まえ、以  

下のとおり評価値を改訂することが適切である。  

耳PN（殺虫剤）…0．006m…  

●  

クロルピリホス（殺虫剤）  蜘几→0．003mg／L  

フルアジナム（第2群、殺菌剤）  ‥・0．01m釘L→0．03n曙几   
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（参考2）薬品基準、資機材材質基準及び給水装置浸出性能基準とは   

● 薬品基準  

浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加さ   

れる物質の基準  

● 資機材材質基準  

浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等を材質試験（厚生労   

働省告示で規定）により浸出させたとき、その浸出液が適合しなければな   

らない基準  

・給水装置浸出性能基準  

給水装置を浸出性能試験（厚生労働省告示で規定）により浸出させたと   

き、その浸出液が適合しなければならない基準。水栓その他給水装置の末   

端に設置されている給水用具、それ以外の給水装置のそれぞれについて定   

められている。  

基準値の考え方  

・薬品基準、資機材材質基準   

十分な安全性を考慮して、水道水質基準値の10％を超えないこととし   

て基準値を定めている。  

・給水装置浸出性能基準   

末端給水用具については、給水装置からの有害物質の浸出は極力少な   

くするべきこと、水道の原水、浄水処理用薬剤、水道施設及び給水装置   

の材料等の他の浸出原からの寄与が大きな割合を占める可能性があるこ   

とから、アメリカNSF規格の考え方に準拠し、十分な安全性を考慮して、  

滞留状態での補正値が水道水質基準値の10％を超えないこととし、基準   

値を定めている。   

一方、給水管及び末端給水用具以外の給水用具に長時間滞留した水は、  

水洗トイレや風呂において水が使用されるとすべて流出するため、滞留  

水が実際に飲用される確率は末端給水用具に比して極めて低いことから、  

滞留状態での補正値が水道水質基準値を超えないこととし、基準値を定   

めている。   

ただし、水質基準値の1／10の値を定量することが困難な場合は、  

定量下限値を採用（非イオン界面活性剤）。技術的な状況に鑑みて、  

水質基準値の1／2の値を基準値とする項目あり（臭素酸）。水質管理  

目標設定項目の場合は目標値に基づき水質基準に準じて設定（亜塩素  

酸等）。  
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資料2－2  

今後の水質基準の見直し等について（案）  

1．趣旨  

水質基準については、平成15年の厚生科学審議会答申において、最新の科学的  

知見に従い、逐次改正方式により見直しを行うこととされ、厚生労働省では水道水  

質基準逐次改正検討会を設置し所要の検討を進めているところ。   

同検討会において、平成19年10月26日厚生科学審議会生活環境水道部会以降、  

厚生労働科学研究による研究成果や食品安全委員会の健康影響評価等の知見等に  

基づき検討が進められ、新たな見直しの方向性が整理された。  

2、今後の水質基準等の見直し  

平成19年10月26日厚生科学審議会生活環境水道部会審議分以降に行われた内  

閣府食品安全委員会における評価結果及びそれらへの対ノノここ方針（案）は次のとおり。  

（1）農薬類以外  

食安委の評価内容  H15厚生科学審答申  

ホルムアル        H15年答申と同じ。  Tilらのラットの2年間飲水投           H15 年答申と同一の評価な  

デヒド  与試験から言、  ので変更の必要なし。  

TDI：15  

UF：1000  

評価値：  



TDI：0．286Jjg／kg／日  

して0．0005を維持）  

臭味を感じる闇値の観点  か  

い  

2年間の経口投与試験によ  

TDl：143JJg／kg／日  

評価値：0．4mg／L  

定  

で   

※健康上の観点から、ラットの   

13週間の混餌投与試験によ  

2
 
′
 
 
 



T  

言l ロ  

そ  

な  

用  

H15年答申と異なる結果となった項「‡についての考え方は、以下のとおりである。   

① 銅（水質基準項目）   

・銅はUL（許容上限摂取量）が定められている一方、微量必須元素であり、厚生   

労働省では摂取の基準値として推定平均必要量・推奨量を定めている。銅の摂   

取量は、現在、平均的には推奨量と許容L限摂取量の間にある。   

・また、銅に／⊃いては従前より給水装置の材料として用いられており、銅合金を   

使用している水栓その他の給水装置の末矧こ設置されている給水用具の浸出液  
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に係る基準は、現在、給水装置浸出性能基準において0．98mg几以下と定められ  

ている。   

近年の浄水からの銅の検出状況については、H16…18の水道統計によれば、  

検出事例自体は多数あり、うち2カ所で現行基準値の50％を超える比較的高い  

値が検出されている。このうち1件（0．66mg／L）に関しては、一時的に浄水中  

の銅濃度が上昇したものと考えられており（通常は0．06mg／L程度）、原因は、  

浄水場に銅と亜鉛の合金を使用した部品があることから、この部品由来ではな  

いかと考えられる。もう1件（0．52mg／L）に関しては、スキー場内の配管に由  

来して銅の濃度が高くなっているものと考えられている。（浄水の給水栓が本管  

から離れたスキー場の中にあるが、浄水場出口、原水から銅はほとんど検出さ  

れていないことから。）   

そのため、今後は、まずは飲料水からの銅の摂取が多いと考えられる銅製給水  

装置使用者を対象とした健康リスク評価を行うとともに、薬品からの混入、資  

機材からの溶出等についてデータ収集・解析を行い、基準改正の必要性につい  

て検討を進めることとする。  

② カドミウム（水質基準項目）   

・毒性評価と新評価値（案）：食品安全委員会の評価結果に基づき、寄与率10％   

として評価値0・003mg几である（H15答申の評価値は0．01mg／L）。これに基づ   

き、基準値を0．003mg几に強化することが適切である。なお、WHOの飲料水   

水質ガイドライン値は0．003mg／Lとされている。  

・新評価値案に照らした検出状況については、H16～18の水道統計によれば、ほ   

とんどは新評価値の33％（現行基準値の10％）未満であるが、H17に1地点で   

33％値（0．001mg／L）が検出されている。なお、この原因は地質由来と考えられ   

る。   

・今後は、基準強化の方向で、薬品からの混入、資機材からの溶出についてデー   

タ収集・解析を進めるとともに、僻戎15年法律第48号）第   

24条第1項贋7号の規定に基づき食品安全委員会の意見を求めることとする。  

③1，1，2－トリクロロエタン（水質管理目標設定項目）   

・毒性評価と新評価値（案）：食品安全委員会の評価結果に基づき、寄与率10％   

として評価値を0．01mg／Lに緩和する。  

4   



1，1，2－トリクロロエタンは、H15の水質基準見直しの際、当時評価値の10％を  

超える値はほとんど検出されていなかったものの、それまで水質基準項目に位  

置づけられてきた経緯を踏まえ、水質管理目標設定項目に変更して経過を観察  

することとされたものである。その後の検出状況については、原水でわずかに  

新評価値の6％を超過する例があるものの、原水・浄水ともに10％を超えること  

はない（下表参照）。また、当該物質は、水質汚濁防止法の規制対象物質であり、  

また、化学物質排出把捉管理促進法に基づくPRTRにおいても顕著な排出増加  

は見られないことから（下図参照）、水質管理目標設定項目から削除することと  

する。  

表・1，1，2一一トリクロロエタンの新評価他案に照らした過去4年分の検出データ  

H15   

の  3／5251  

g  浄水   0／5740   

H16  H17  H18   

0／1315  1／1504  0／1588   

0／1358  0／1526  0／1554   

新目標値  

（0．0006m  

※H15とH17の原水での検出は、いずれも新目標値の10％（0．001mg／L）以下。  

図．1，1，2－トリクロロエタンの公共用水域への排出量の推移  

9，000  

8，000  

7，000  

6，000  

5，000  

4，000  

3．000  

2，000  

1．000  

0  

kg  

H13 H14 H15 H16 H17 H18  
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（参考）1，1，2・トリクロロエタンのPRTR届出排出・移動量の推移  

届出  

公共用水域（kg）  届出 件数   
廃棄物（kg）   届出 件数   下水道（kg）  

件数   

H13   8，037   293   78，483   6   0   

H14   5，568   356   18，531   6   0   

H15   3，944   400   51，000   6   0   

H16   3，911   393   51，180   5   0   0   

H17   4，437   375   160，300   6   0   0   

H18   4，687   386   239，550   5   0   0   

（2）農薬類   

1）第1群（水質管理目標設定項目）   



レブロンメチ   AD［：100Jjg／kg／日  H15年答申と同一の評価なので変更の   

［斉り）  （0．3mg／L）  0．3            必要なし。  

ヽ七    登雫－・ギ■2’：ィ牽′読  即断轡聯紺二．軍萱  ー    ■灘珊㈱・｝  雉呼野ナ∵㌻才り‥    モ■・＝てご象、．ノ彗箱∫蓬】， ・蔦 言    沃・ル僻．新津L  ピ1、りh′     】・れ丹・¢予⊥指・                          ．＝：－‥2ゝ    】                    箪ミ・シ   
ストロール   ADI：3〃g／kg／日  H15年答申と同一の評価なので変更の   

（0．008mg／L）  0．008  

2）第2群、．第3群  

※いずれも、食晶安全委員会答申に基づき寄与率10％として評価値を算此  
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H15年答申と異なる結果となった項目についての考えは、以下のとおりである。   

毒性評価と新評価値（案）：上表、「対応方針」のとおり。   

第1群物質について：新評価値案に照らした検出状況は、いずれの物質につ  

いても評価値の10％値を超えることはなかった。従って、水質基準項目への格  

上げは必要ないものと考える。  

3．近年注目されている未規制物質の取扱い   

（1）過塩素酸   

・過塩素酸イオンは水溶性で、水中では移動性が高く非常に安定した物質である。   

主な使用用途としてはロケット、ミサイルの推進剤が知られており、それ以外   

にも火薬、花火、安全マッチ、信号炎管等さまざまな製品に使用されている。   

一方、過塩素酸イオンは天然起源でも存在している。過塩素酸の毒性としては、   

甲状腺におけるヨウ素の取り込み抑制が知られている。   

・WHOでは、飲料水水質ガイドライン改訂の対象項目の一つとされており、2009   

年にJECFA（FAO／WHO合同食品添加物専門家会議）評価が終了する見込みで   

ある。   

・国内では、厚労科研真柄班の消毒副生成物分科会で行った実態調査（平成18年   

3～6月）により、利根川で高濃度の過塩素酸が検出された（利根川上流とその   

支流において、 それぞれ最大濃度340及び2300〃g几。）。  

利根川では、2事業場が主要な排出源であることが判明しており、現在は、い   

ずれも対策が進行中である。ただし、環境省、国立保健医療科学院、東京都の   

行った調査では、上記の2事業者以外にも排出者が存在することが示唆されて   

いる。   

・以上のことから、過塩素酸については、要検討項目に位置づけることとする。   

今後は、特にWHOの動向に注意をはらいつつ、情報収集を図る必要性がある。  

（2）PFOS、PFOA（パ「フルオロオクタンスルホン酸、パーフルオロオクタン酸）  

PFOS、PFOA等の有機フッ素化合物は、他の物質にはない独特の性質（水や油   

をはじく、熱に強い、薬品に強い、光を吸収しない等）を持つため、撥水剤、   

表面処理剤、乳化剤、消火剤、コーティング剤等に用いられている。   

一方で、PFOSについては、近年、地球規模での環境残留性及び生体蓄積性が  
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明らかとなるとともに長期毒性の疑いもあることから、国内外で規制が検討さ  

れているところである。   

WHOでは、飲料水水質ガイドライン改訂の対象項目の一つとされており、今後  

CICAD（国際化学物質簡潔評価文書）計画において毒性評価を行うこととして  

いる。   

国内では、淀川水系において、浄水で最大濃度PFOS：0．038〃g／L，PFOA＝0．11  

〃g／L程度が検出された。   

また、原水についても、大阪市の行った調査において、柴島浄水場原水にお  

いて、最大濃度PFOS：0．018〃g／L，PFOA：0．225〃g／Lが検出された。また、一  

部の下水処理場や工場排水から高濃度の検出があった。   

以上のことから、PFOS、PFOAについては、要検討項目に位置づけることとす  

る。今後は、特にWHOの動向に注意をはらいつつ、情報収集を図る必要性が  

ある。  

（3）NDMA（N－ニトロソジメチルアミン）  

NDMAは、浄水処理又は下水処理での塩素処理によって生成することが報告さ   

れている物質であり、国際がん研究機関（IARC）ではグループ2A（ヒトに対   

しておそらく発がん性がある。）に分類されている。  

WHOでは、最近ウェブサイト上で、飲料水水質ガイドライン値として100ng／L   

が示されたところである。  

国内では、平成19年に国立保健医療科学院が全国で行った原水・浄水中NDMA   

の調査において、原水では、夏季に検出下限値未満（ND）～2．6ng／L、冬季に   

ND～1．6叩／L、浄水では、夏季にND～1．6ng／L、冬季にND～10ng／Lが検出さ   

れた。  

本調査では、浄水中のNDMA濃度は全体的には原水中の濃度より低かったが、   

最高濃度を示した浄水ではオゾン処理を導入しており、その影響が考えられた。  

以上のことから、NDMAについては、要検討項目に位置づけることとする。今   

後はWHOの毒性評価内容等を精査するとともに、オゾン処理との関係を含め   

さらなる存在実態調査等を進めることとする。  
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資料3  

水道行政の最近の動向について  

①水道ビジョンの改訂等  

②地震災害対策の充実  

③水安全計画の普及  

④水道分野の国際貢献の推進   



①水道ピジョンの改訂等  

水道ビジョンの長期的な政策目標   



⑨水道ピジョンの改訂等  

水道ビジョンのレビュー  

平成19年度  

オST苫Pβ  

オST苫P2   ☆ST「EP7  

・水道及び水道事業を取り巻く状況の  

変化や新たな動き等の把握（統計資  

料、アンケート調査）  

・3年経過時点における施策目標の  
進捗状況確認  

・目標達成度からの課題抽出  

・施策一方策の追加・見直し  

・施策目標の内容の明確化   
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⑨水道ピジョンの改訂等  

水道ビジョンのレビュー結果  

◇ 予定通りに実施が進み早期の達成が可能な施策もあり  

◇ 策定後3年、水道事業者の取組も途上  

◇ 基本的な方向一数値目標を維持し、目標達成に向け最大限努力  

◇ 施策方策の追加見直し、目標内容の明確化  

◇ 今後重点的に取り組むべき項目を明示追加   



④水道ビジョンの改訂等  
水道ビジョン改訂の概要  

7章＜5施策群レビュー結果暮重点取組項目＞  ．水題ビジiン炭躇のβ㈱  
フォローアップ検討会におけるレビューの結果を踏まえ、今後、  

となって重点的に取り組むべきとされた項目を明示  
・ビジョン改訂の背景・経緯等を概説  

重点取組項目  薮遣ビジョンの改訂について   

1．水道ビジョンの目的  
・都道府県版地域水道ビジョン策定推奨など推進の枠組面からの広域化推進  

・持続可能な運営基盤確保のための最適事業規模  

1運営管理に係る民間部門導入に関する技術的t客観的評価  

・第三者機関等による技術的観点等からの業務評価  

・水道技術の継承、官官・官民等連携による技術者の育成・確保  
・事業運営状況の適切な評価・指導等のための最適な事後監督手法  

・中長期的視点に立った計画的・効率的な改築・更新、資金確保、情報提供  

安心t快適な給水の確保  

・水安全計画の普及定着・高度浄水処理の導入等の推進  

・水道水源流域等関係者の連携強化  

・貯水槽水道の情報提供、直結給水への切替促進  
■飲用井戸等の把握、関係者の連携、水質検査結果の利用者への提供  
・クロスコネクション防止 一鉛製給水管布設替え促進  

・産学官連携による技術開発、普及  

1，2章＜時点修正＞  
・現行ビジョン策定以降の水道及び  

水道事業を取り巻く状況の変化・新  

たな動き等を踏まえ、記述内容を時  
点修正（最新データの反映含む）  

■諸課題をもたらす要因等の加筆  

2．水道の現況と将来の見通し   

3．目指すべき方向性  

5．政策目標達成のための  
総合的な水道施策の推進  

5，6章＜時点修正＞  
・2章の追記内容等を踏まえた修正  

・7章の重点取組項目のペースとなる  

取組方向性等を追記  

・施策目標の内容の明確化  

6．各種方策の連携によ   
目標の早期達成  災害対策等の充実  

・耐震化計画の策定、実施に向けての取組推進・石綿管の早期布設替え  
・耐震化達成状況が遅れている水道事業者等の速やかな実施  

・耐震化の需要者への情報提供・水資源開発等計画促進、渇水対策充実  
・水道事業者等間の連携などを含めた応急給水、復旧体制の整備  
■危機管理マニュアル等などの危機管理体制の整備  

環境－エネルギー対策の強化  
・環境対策の各種取組の積極的・計画的実施  

・取組事例等の分析、事業規模・特性に応じた対策導入に関する情報提供  
・環境対策にも資する各種取組の推進・国民への積極的な情報提供  

国際協力等を通じた水道分野の国際貢献  

・水道事業者と民間の連携による施設の維持管理  

・相手の経済1社会状況に応じた水道事業育成支援  

・アジア・ゲートウェイ構想に基づく措置 ■業務指標の活用、世界標準への展開  

二レビニ巨」ニ基づく水道施策の重点取組項目ロロ   

8．関係者の参加による目標の達成  

8章＜地域水道ビジョンの追加＞  
・水道事業者等の積極的な取組による本ビ  

ジョンの達成に向け「地域水道ビジョン」の策  

定を推奨  

■広域的観点から流域単位や都道府県単位な  

どでの作成も推奨  

9．フォローアップ  

9章＜時点修正＞  
・次回レビューは、中長期的  
な対応に向け進捗の公表し  

つつ、本ビジョン改訂後3年  

目を目処に実施  姉妹都市等自治体間の国際交流・協力  
5   





①水道ビジョンの改訂等  

地域水道ビジョンの作成状況   
平成20年12月1日現在  

・225プラン策定済  
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（用水供給事業）  
（上水道事業）  

地域水道ビジョン策定済みの上水道事業の給水人口の合計は6，904万人、全国の上水道事業  
の合計の58％、同様に水道用水供給事業における1日最大給水量の合計は1，037万m3／日、  
全国の水道用水供給事業の合計の72％となっています。（給水人口、給水量は平成18年度末の統計を使用）  
都道府県水道行政主管部（局）により2プランが策定されています。（福島県、秋田県）   
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①水道ピジョンの改訂等  

地域水道ビジョン策定及び予定状況  

策定済み  H19  H20  H21  H22以降  未定  

策定予定年度  

厚生労働大臣認可の事業体を対象に平成19年度に行ったアンケートの結果   



②地震災害対策の充実   

○最近の地震と水道の被害状況  

地震名   発生 日   最大震度   
地震の規模  

断水戸数   
最大  

（M）  断水日数   

新潟県中越地震   平成16年10月23日   7   
約1ケ月  

6．8   約130，000戸    （道路復旧等に時間を  
要した地域を除く）   

能登半島地震   平成19年3月25日   6強   6．9（暫定値）   約13，000戸   13日   

新潟県中越沖地震   平成19年7月16日   6強   6．8（暫定値）   約 59，000戸   20日   

岩手・宮城内陸地震   平成20年6月14日   6強   7．2（暫定値）   約 5，500戸  18日  

（全戸避難地区を除く）   

岩手県沿岸北部を  
平成20年7月24日   6弱   6．8（暫定値）   

震源とする地震  約1，400戸   12日 （全戸避難地区を除く）   

○水道施設の耐震化の状況  

水道ビジョンにおいて基幹管路や基幹施設（浄水場、配水池等）の耐震化率を  

100％にするとの目標を掲げているが、現状は低い水準にとどまる。  

〔平成18年度末現在の耐震化率〕  

基幹管路：12％（延長比）浄水場：13％（施設能力比）配水池：23％（容量比）9   



②地震災害対策の充実  

水道施設の耐震性能基準の明確化  

水道施設の技術的基準を定める省令の改正（平成20年3月28日公布、10月1日施行）  

水道施設の重要度に応じた耐震性能基準を明確化し、新たな施設の整備や   

老朽化施設の改築・更新に当たっての適切な耐震性の確保を推進。  

水道施設の重要度による分類  

・取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設  

重要な水道施設  
・配水施設のうち、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの  
・配水施設のうち、配水本管及びこれに接続するポンプ場、配水池等、並びに配  

水本管を有さない水道における最大の容量の配水池等   

それ以外の施設   ・上記以外の施設   

水道施設の重要度と備えるべき耐震性能  

対レベル1地震動   対レベル2地震動   

重要な水道施設   
健全な機能を損なわないこと   生ずる損傷が軽微であって、機能に重大  

な影響を及ぼさないこと   

それ以外の施設   
生ずる損傷が軽微であって、機能に重大な  
影響を及ぼさないこと  

レベル1地震動：施設の供用期間中に発生する可能性（確率）が高い地震動  
レベル2地震動：過去から将来にわたって当該地点で考えられる最大規模の弓重さを有する地震動  

既存施設への適用：既存施設についても、時を移さず新基準に適合させることが望ましいが、大規模な 改造の  

ときまでは新基準の適用を猶予。  10   



②地震災害対策の充実  

水道施設の耐震化の計画的実施  

平成20年4月8日付けで厚生労働省健康局水道課長通知を発出。  
水道ビジョン改訂版においても同趣旨の重点取組項目が位置づけ。   

（1）現に設置されている水道施設の耐震化   

・速やかに耐震診断等を行い耐震性能を把握し、早期に耐震化計画を策定した  
上で、計画的に耐震化を進める。  

重要度、緊急度の高い対策から順次計画的に耐震化を実施。   
【優先的耐震化を配慮すべき施設】   

・破損した場合に重大な二次被害を生ずる水道施設、影響範囲が大きい水道施設   
・耐震性能が特に低い石綿セメント管（遅くとも概ね10年以内に転換を完了。）   

・病院、避難拠点等の給水優先度が高い施設へ配水する管路  

・各水道で最も優先して耐震化すべき水道施設は、平成25年度を目途に完了で   
きるよう、耐震化計画の中で耐震化事業の実施計画を明らかにし、確実に実施。  

（2）水道の利用者に対する情報の提供  
・水道の利用者に対し、水道施設の耐震性能や耐震化への取組みの状況などに  

ついて定期的に情報を提供する。  
11   



②地震災害対策の充実  

水道施設1管路耐震性改善運動  

【目的】   

水道利用者の理解の向上を図りつつ、水道施  
設・管路の耐震化の促進に向けた水道事業者に  

よる取組を推進することにより、水道施設■管路の  
耐震化が極めて遅れている現状の大幅な改善を  

図る。  

【運動期間】平成20、21年度（2年間）  

【主催】厚生労働省健康局水道課  

（社）日本水道協会  

（財）水道技術研究センター  

全国簡易水道協議会  

【主催団体等における活動展開】  

〔厚生労働省〕耐震化事業の優先的補助採択  

〔関係団体〕水道事業者の取組みの支援活動  

住民の理解を深めるための活動  

各団体の会員等に対する耐震化  

事業の率先■積極的な実施の徹底  
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③水安全計画の普及  

水安全計画（WSP）について  

WHOが提案（2004．9 飲料水水質ガイドライン第3版）。  

HACCP手法を水道に適用。水源から給水栓までの弱点等を分析評価し、管  
理方策を明確にすることにより、水の安全を確保するための包括的な計画。  

◆ 水安全計画の目的：  

①水源の汚染を最小限にとどめ  

②浄水プロセスにおいて汚染を低減・除去し  

③配水i給水・利用の各段階での汚染を防止  

→ 良質な飲料水を供給  
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③水安全計画の普及  

HACCP（危害分析・重要管理点）  

◆HazardAnaJysisandCritica］ControIPoint（危害分析・重要管  

理点）の略。食品原料の入荷から製品の出荷までのあらゆるエ程  
において予め危害を予測し、その危害を管理できる重要管理点で  
継続的に監視することで、食中毒などを起こす恐れがある不良品の  
出荷を未然に防止する衛生管理手法。  

◆あらかじめHACCPプランといわれるマニュアルを作成して日常  

の衛生管理を行うことにより、病原菌などの汚染や増殖を防止して  
食中毒などの食品による事故を防止する。  

◆HACCPは、1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するため  
に開発された食品の衛生管理の方法で、現在では、世界各国で取  
り入れられるようになった。  
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＞ 水道システムの一元的な把握、評価  

＞ リスクの軽減、安全性の向上  
再
 
 

ム
 
 

テ
 
 

ス
 
シ
 
 

■客観的手法による  
・思い込みの排除  

＞ 維持管理レベルの向上、効率化  

■重要な管理ポイントの優先順位の明確化   

・運転員の維持管理能力の向上  

＞ 技術の継承（一元的な文書化）  

＞ 関係者とのコミニュケーション向上  
＞需要者（お客様）へのアカウンタビリテイ  

＞水源水質保全に向けて流域関係者への働きかけ  15   



③水安全計画の普及  

水安全計画の普及に向けた取組  

＞ 水安全計画策定ガイドラインの通知（H20．5）  

＞ 水安全計画ケーススタディの送付（H20．9）  

・代表的な浄水処理工程を対象とした計画事例  

速ろ過、塩素消毒のみ2パターン  暮急速ろ過、   

＞ 水安全計画作成支援ツールの送付（年内予定）  

計画アウトラインの構築及び危害原因事象の抽出  
等を容易かつ効率的に行うための支援ツール  

＞ その他、講習会の実施を検討  
16   



④水道分野の国際貢献の推進  

E背景】○国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成に向けた動き  
■－ 一 一 ■ －－ ‾ ‾ ‾ Ⅰ ‾ －‾’‾ －‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ， ‾ ‾  

l＿▲⊥   
「  

○安全な飲料水を利用できない人口（2004年度現在）   

アジア・太平洋地域：7億人（世界約11億人の約60％）  
i国連・ミレニアム開発目標（MDGs）〔2000年〕  l  

l  

t  

l  

1  

1  

l  

◆  
l  

l  

※国連Lミレニアム開発目標（MDGs）とは、2000年9月の国連l  

ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言と1990年l  

代に開催された主要国際会議等で採択された国際開発目標をl  
㌧－t ◆ さ  」11点い ●  

Jl一．1  

・・亘 ■Jし  

チ∴－÷リ．し  l統合し、一つの共通の枠組みとしてとりまとめられたもの  汗弗l」†・叩、l－一んtt〉Gd川■汀り小一t・イ封＝dヽ1・叫卜r′▼！  

廿1ハ【∧－■げい′り〔・1・・・♪r叩、〔「川Ipr叩叩ちミ ∨州つ  

平成20年5月 第4回アフリカ開発会議（T忙ADⅣ）  
平成20年6月 経済財政改革 基本方針2008（骨太の方針）  

世界、特にアフリカの水危機解決への貢献を目的として、井戸の整備などに携わる「水の防衛隊」を派遣することが  
示された。   

平成20年7月 北海道洞爺湖サミット   

MDGsのうち特に保健、水、教育分野について、G8各国が協力しMDGsの達成に向けて取組を行うことが再確認さ  
れた。  

水分野の取組としては、アフリカ及びアジア太平洋地域の水と衛生の問題解決に向け、G8水の専門家会合を設置  
基金 

を次期イタリアサミットまでに策定することとなっている。  
※平成20年12月16～17日に帯広で第1回G8水の専門家会合を開催予定  
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④水道分野の国際貢献の推進  

【背景】○政府の方針  
t一⊥∴十■J▼、＝rT隅√‾．ごて■■二∴て二  

アジア・ゲートウェイ構想（平成19年5月）  

てこFヽ⊥和事こ＝岩ji二二．  

Wコワl仰■二i二「－二丁こi i二 

経済成長戦略大綱（平成19年6月改定）  

■－■＿′、⊃J▲▲ ■ －    、  

Ⅶ▲ヽ■■●、■ 丁■．  

○内需依存型産業の国際展開支援   

国内需要が中心であるファッション、日用品、超高速船舶等や、海外の基盤整備にも貢献する建設業、鉄道システム、   
水道業その他の水関連業といった産業■製品について、その特徴、高い技術力・ノウハウ等の強みをいかした国際展開   
や輸出振興に向けた取組を支援する。  
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④水道分野の国際貢献の推進  

【厚生労働省に訴什愚凰際貢献の方針】  

○水道ビジョン改訂版における重点取組項目  

○施設の運営維持管理についても、水道事業者等間及び民間との連携のもと、人材  
確保t育成のための国内体制の整備を行いつつ長期的なスパンで実施していくため   
の具体的方策を検討  

○業務指標について、国内でのより一層の活用、有効利用方法の検討、世界標準とな  
るような国際的な展開  

○国際機関、国際的活動、他国等との連携、協力を一層強化するための取組を推進  

○相手国の経済・社会状況に対応した現地の水道事業の育成を支援する国際協力の  
在り方を検討  

○アジア・ゲートウェイ構想に基づく措置についての積極的な取組  

○姉妹都市等自治体間の国際交流の機会を通じた水道の国際協力ヘの取組   



④水道分野の国際貢献の推進  

○国際機関との連携  
一 WHO飲料水質ガイドライン第4版作成に向け、型坦9に対し活動費を拠出し、専門家会合へ専門家を派遣  

一 国立保健医療科学院がコーディネーターとなっている0＆Mネットワークに毎年活動費を拠出するとともに短期専門家を派遣  

し、活動に参画  
－WHOが水道に関する制度的枠組みに関する途上国支援を目的に設置したRegNetの会合に専門家を派遣し、ガイダンス文  

書の作成協力  

に閲し、－SO／TC224における新たなワーキンググループの設置を受け、（社）日本水道協会が国内意  ー 水道に   

た 国内対策委鼻会への参加協力  見を集約、同規格への反映のため設置し   

○二国間会議等  
一 平成20年5月 史旦と「中国村鎮lこおける水安全供給に対する協力に関する覚書」を締結 ※中国四川大地震の際、  

全国の水道事業者や水道関連企業に応急給水用資機材等の拠出を呼びかけ復興支援に協力  

ー 平成20年11月 第2回旦垂水道行政会議を東京で開催し、両国政府の水道担当課長と情報交換を実施  
一 平成21年3月 第5回旦豊水道水質管理会謙をラスベガスで開催予定  
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④水道分野の国際貢献の推進  

【水道関係団体にさる国際貢献の動己】  

○水道国際貢献推進協議会（J［P－WATER）  

平成19年4月 水道事業体、民間企業、コンサルタント、関連団体など、すべての水道関係  

者が一同に会し、世界における持続可能な水管理に資するべく、水道運営の－  

層の発展につながる議論を行う場として、設置  事務局  

（社）日本水道協会  

（社）日本水道工業団体連 

（財）水道技術研究センター  

オブザーバー  

厚生労働省水道課  

一MDGsの達成を可能とする技術や運転管理のノウハウを蓄積した  

それぞれの参加者とのパートナーシップの形成によって、アジア太  

平洋地域における水供給システムの発展、改善に貢献  

○（社）日本水道協会  

平成20年6月 水道の安全保障に関する検討会の設置  
一 今後の日本の水道事業のあり方及び今後の国際活動のあり方について検討（年度内に報告書取りまとめ）  

○（社）日本水道工業国体連 

平成20年4月 水道産業戦略会議の設置  
－ 5月「水道産業の国際展開に向けて」緊急提言  

－10月に本会議最終報告書の「水道産業活性化プラン2008」策定  

平成20年10月 チーム水道産業・日本の設立  

一 水道産業界の総意を集結し、水道産業界による国際貢献、水ビジネスを推進する戦略機関  
21   
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か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
）
 
が
指
名
す
る
。
 
 

3
 
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。
 
4
 
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。
 
 

5
 
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
又
は
臨
時
委
員
の
 
 
 

う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 
 

6
 
審
議
会
 
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に
 
 
 

お
い
て
同
じ
。
）
 
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
 
 
 

議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
議
事
）
 
 

第
七
条
 
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
 
 
 

し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

2
 
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
 
 
 

し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
 
 
 

よ
る
。
 
 

3
 
前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。
 
 
 

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）
 
 

第
八
条
 
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
 
 
 

き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
 
 
 

他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
庶
務
）
 
 

第
九
条
 
審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課
に
お
い
て
総
括
 
 
 

し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
厚
生
 
 
 

労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
に
お
い
て
、
生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会
に
係
る
も
 
 
 

の
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
十
条
 
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
 
 
 

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
 
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
 
 

号
）
 
の
施
行
の
目
 
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
 
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

3   



厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
 
 
 

（
平
成
十
三
年
一
月
一
九
目
 
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
）
 
 

厚
生
科
学
審
議
会
令
 
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
 
第
十
条
の
規
定
 
 

に
基
づ
き
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
。
 
 

（
会
議
）
 
 

第
一
条
 
厚
生
科
学
審
議
会
 
（
以
下
 
「
審
議
会
」
 
と
い
う
。
）
 
は
、
会
長
が
招
集
 
 
 

す
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
審
議
会
を
招
集
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
 
 
 

場
所
及
び
議
題
を
委
員
並
び
に
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
 
 
 

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

3
 
会
長
は
、
議
長
と
し
て
審
議
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
 
 

（
審
議
会
の
部
会
の
設
置
）
 
 

第
二
条
 
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
諮
っ
て
部
会
 
 
 

（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
を
除
く
。
以
下
本
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
お
い
て
 
 
 

同
じ
。
）
 
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
て
調
 
 
 

査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
諮
問
の
付
議
）
 
 

第
三
条
 
会
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
諮
問
を
分
 
 
 

科
会
又
は
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
）
 
 

第
四
条
 
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
審
議
会
の
議
決
 
 
 

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
会
議
の
公
開
）
 
 

第
五
条
 
審
議
会
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 
 
 

個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
 
 
 

の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
 
 
 

場
合
に
は
、
会
長
は
、
会
議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る
 
 
 

な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
議
事
録
）
 
 

第
六
条
 
審
議
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る
 
 
 

1
．
r
″
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
会
議
の
目
時
及
び
場
所
 
 
 

二
 
出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名
 
 
 

三
 
議
事
と
な
っ
た
事
項
 
 

2
 
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
 
 
 

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
 
 
 

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
議
事
録
の
全
 
 
 

部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
 
 
 

会
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
 
 
 

す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
分
科
会
の
部
会
の
設
置
等
）
 
 

第
七
条
 
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
分
科
会
に
諮
っ
て
部
 
 
 

会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
分
科
会
長
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
付
議
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
付
議
 
 
 

事
項
を
前
項
の
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
第
一
項
の
部
会
の
議
決
は
、
分
科
会
長
の
同
意
を
得
て
、
分
科
会
の
議
決
と
 
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

4
 
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
 
 
 

て
調
査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

4   



（
委
員
会
の
設
置
）
 
 

第
八
条
 
部
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
部
会
に
諮
っ
て
委
員
会
 
 
 

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
準
用
規
定
）
 
 

第
九
条
 
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
に
準
用
 
 
 

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
中
 
「
会
長
」
 
と
 
 
 

あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
 
「
分
科
会
長
」
、
部
会
に
あ
っ
て
は
 
「
部
会
 
 
 

長
」
 
と
、
第
一
条
中
 
「
委
員
」
 
と
あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
 
「
当
該
分
 
 
 

科
会
に
属
す
る
委
員
」
、
部
会
に
あ
っ
て
は
 
「
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
」
 
と
 
 
 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
十
条
 
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
、
分
科
会
又
は
部
会
の
運
 
 
 

営
に
必
要
な
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
長
、
分
科
会
長
又
は
部
会
長
が
定
め
る
。
 
 

5
 
 
 



厚
生
科
学
審
議
会
生
活
環
境
水
道
部
会
運
営
細
則
 
 
 

（
平
成
十
四
年
八
月
一
日
 
生
活
環
境
水
道
部
会
長
決
定
）
 
 

厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
 
（
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
厚
生
科
学
審
議
会
決
 
 

定
）
 
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
細
則
を
制
定
す
る
。
 
 

（
委
員
会
の
設
置
）
 
 

第
一
条
 
厚
生
科
学
審
議
会
生
活
環
境
水
道
部
会
 
（
以
下
 
「
部
会
」
 
と
い
う
。
）
 
 
 

に
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
を
置
く
。
 
 

（
委
員
会
の
構
成
）
 
 

第
二
条
 
委
員
会
は
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
委
員
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
の
 
 
 

中
か
ら
部
会
長
が
指
名
す
る
者
 
（
以
下
 
「
委
員
会
委
員
」
 
と
い
う
。
）
 
に
よ
り
 
 
 

構
成
す
る
。
 
 

（
委
員
長
の
指
名
）
 
 

第
三
条
 
委
員
会
に
委
員
長
を
置
く
。
委
員
長
は
、
委
員
会
委
員
の
中
か
ら
、
部
 
 
 

会
長
が
指
名
す
る
。
 
 

（
会
議
等
）
 
 

第
四
条
 
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。
 
 

2
 
委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
 
 
 

場
所
及
び
議
題
を
委
員
会
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
議
長
と
し
て
委
員
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
 
 

4
 
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
委
員
の
う
ち
か
ら
あ
ら
か
じ
め
委
 
 
 

員
長
が
指
名
し
た
者
が
そ
の
職
務
を
行
う
。
 
 

（
会
議
の
公
開
）
 
 

第
五
条
 
委
員
会
 
（
第
七
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
 
 
 

じ
。
）
 
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情
 
 
 

報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
 
 
 

人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
 
 
 

は
、
委
員
長
は
、
会
議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
委
員
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
 
 
 

る
な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
議
事
録
）
 
 

第
六
条
 
委
員
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る
 
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

一
 
会
議
の
日
時
及
び
場
所
 
 
 

二
 
出
席
し
た
委
員
会
委
員
の
氏
名
 
 
 

三
 
議
事
と
な
っ
た
事
項
 
 

2
 
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
 
 
 

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
 
 
 

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
議
事
録
の
 
 
 

全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
 
 
 

委
員
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
 
 
 

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
部
会
の
定
め
る
委
員
会
に
係
る
取
扱
い
）
 
 

第
七
条
 
部
会
の
定
め
る
委
員
会
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
 
 
 

書
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、
 
 
 

前
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
 
 
 

こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
部
会
の
庶
務
）
 
 

第
八
条
 
部
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
及
び
水
道
課
に
お
 
 
 

い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
九
条
 
こ
の
細
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
又
は
委
員
会
の
運
営
に
必
要
 
 
 

な
事
項
は
、
部
会
長
又
は
委
員
長
が
定
め
る
。
 
 

6   
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「水質基準に関する省令」等の一部改正案に関する意見募集の結果について  

1 水質基準に関する省令及び水道法施行規則改正に関する御意見  

番号   御意見   当省の考え方   

［意見］   

TOCに係る現行の水質基準値は、平成15年4月の厚生   水質基準の改正は行わず、「有機物（全有機炭素（TOC））の量」を水質管理目標設定項目に加え、目標値を「3皿g／  
L以下であること。」とする。   科学審議会答申に率いて、過マンガン酸カリウム消  

費量10mg／Lに相当するTOCの値として設定されたもの  
［理由］  であり、同答申において、データの蓄積状況に応じ  

TOCの水質基準見直しの背景として、「TOC濃度と総トリハロメタン濃度の関係式から、総トリハロメタンの基  て適宜改訂されるべきとされていたものです。今回  
準値0．1皿g／Lに相当するTOC濃度は、1．5～2．72mg／し」との記述があるが、トリハロメタン濃度は、有機物濃度だけ  の改正は、このことを踏まえ、総トリハロメタン対  

001                               ではなく、水温や塩素との接触時間、塩素注入率、PH値などの因子に依存する。   策に主眼を置いて基準設定を行ったものではなく、  
北海道東部に位置する当事業体のように、1年を通して気温が低いところでは、原水のTOCやトリハロメタン生  主としてかつての過マンガン酸カリウム消費量基準  

成能が高くとも、生成するトリハロメタン濃度が低く、この関係式には当てはまらない場合もある。当事業体の過去の  10mg／L以下の水と同等の水質を確保するために、TOC  
検査結果では、浄水のTOCが3mg／Lを超えた場合でも、末端の給水栓水の総トリハロメタン濃度は基準値の6割以下  としてどのような基準設定とするのが妥当かという  
であった。   観点から検討を行った結果ですので、水質基準とし  

トリハロメタン類は既に基準項目として設定されており、TOC自体は人の健康に害を与えるものではないため、水  て設定することが適切と考えます。  
質管理目標設定項目にTOCを設け、3mg／Lを目標値としてよいのではないか。   

【意見1】水道水質基準にクロルピクリンを入れるべきである。   

【理由】  
1、 クロルピクリンは、土壌くん蒸剤として年間約1万トン使用されており、施用後の不適切な被覆による大気汚染  
が原因で周辺住民の健康被害が絶えないうえ、水道水や井戸水に検出され、人が健康被害を受ける事例がある。  

本年の2例では、07年秋に被害が届けられたが、原因が判明するのに、数か月を要した。  
水質基準があれば、分析が実施され、もっと早く、原因が究明できたと思われる。  

・94年3月、宮崎県串間市簡易水道にクロルピクリンが混入し、人の被害が明らかになった。  
・03年3月、栃木県大田市で農薬クロルピクリンが井戸水を汚染し、人の被害が明らかになった。  
・08年1月、秋田県潟上市で農薬クロルピクリンが井戸水を汚染し、人の被害が明らかになった。  
・08年3月、新潟市で農薬クロルピクリンが井戸水を汚染し人の被害が明らかになった。  

今回の意見募集の直接の対象ではありませんが、今  

002  
後の業務の参考とさせていたギきます。  

2、水源に含有される恐れのあるフミン酸の塩素処理でクロルピクリンが生成する。  

【意見2】農薬を任意実施項目の水質管理目標設定項目でなく、実施義務と情報公開義務のある水質基準にすることが  
重要である。  

【意見3】農薬については、まず、ヨーロッパ並みの、単一農薬0．1〃g／L、全農薬0．5〃g／Lを水質基準として採用すべ  

きである。  

【意見4】水質基準にない農薬（その他の化学物質、その他の項目にも準用）について、水道受給者が水道事業者に水  
質検査を求めることができるような申立て制度を作るべきである。  



番号   御意見   当省の考え方   

水質基準改正に伴う、厚生省令第15号、第14号、厚生省告示第45号、第111号については、別途意見を募集することに   
なっておりますが、その時点では、遅きに失することになるかもわかりませんので、今回意見を申し上げます。  

有機物（全有機炭素（TOC）の量）（以下TOCと略す）の水質基準値を現行の「5mg／也以下であること」から「3mg／b以  
下であること」に改める件につき、以下に意見を申し上げます。  
水質基準値が「3mg／劇以下」に改正された場合、従来の考え方によりますと「水道施設の技術的基準を定める省令」、  
「給水装置の構造及び材質の基準関する省令の内、給水装置の末端」については、自動的に水質基準の1／10である  

003  今回の意見募集の直接の対象ではありませんが、今  
しかしながら現在まで、複数の水質検査機関で水質試験を行っていますが、浸出用液でのTOC測定値（空試験）が   後の業務の参考とさせていただきます。  

0．3mg／但に近いものあるいは越えている場合があることから、もし上記省令が水質基準の1／10（0，3mg／£）に改正された  

場合、分析精度が問題になると思われます。  
つきましては資機材材料基準に関しては現行の「0．5mg／也以下」としていただきたくお願い申し上げます。  

なお、省令改正にあたりましては、水道法第20粂第3項の規定「厚生労働大臣の登録を受けたもの（登録機関）」の分  
析精度を十分に調査して戴きますよう、お原凱、申し上げます。   

［意見］   

「シスー1，2－ジクロロエチレン及びトランスー1，2一ジクロロエチレン」という項目名ではなく「1，2－ジ  
クロロエチレン」という項目にするべき  

である。  
［理由］  

1，2－ジクロロエチレンにはシス体及びトランス体しか存在しないため、  水質検査結果は、過去からの濃度推移等を評価する  
004                      「1，2－ジクロロエチレン」という項目名で十分にシス体及びトランス体の両方の意味を示すことができるため。ま  場合などがあり、検査項目名はなるべく過去の呼称  

た、それぞれ別の項目として濃度を求める   を継続すべきものと考えております。  

のではなく、最終的に合計として求めるため、個別の濃度としては重要視されていないため。  
検査方法でシス体及びトランス体の測定を行うことを明記するだけでよいと思われる。  

（農薬項目でエンドスルフアンをα，βと分けて測定することを求められているが、あくまでも項目名としてはエンド  
スルフアンでまとめられている。）   

TOCの基準値を改正する件に関連して、平成15年の水道水質基準項目改正以降に水質管理目標設定項目中の「有機物等   
005  

いるか御教示いただけますでしょうか。   

過マンガン酸カリウム消費量とTOCの関係について  
は、低濃度域ではあまり相関が高くなく、過マンガ  

る省令」等の一部改正案に関するご意見として取り扱うことが適切と考え、こちらに記載しております。）   ン酸カリウム消費量3mg／Lに相当するTOCの濃度に  

ついては、現時点では設定は困難と考えております  
水質管理目標設定項目の過マンガン酸カリウム消費量については、相当数の事業者がTOCとの換算のみが目標設定の目的   ので、この水質管理目標については変更は予定して  

006   おりません。  
今回の水質基準改正案では、数値の換算に一応の決着がつきますが、同様に水質管理目標についても、”公式な”換算値  
を提示し、TOCでの検査に完全移行すべきと考えます。  



2 検査方法に関する御意見   

番号   御意見   当省の考え方   

［意見］   

個別に求められた「シス1，2一ジクロロエチレン」及び「トランス1，2一ジクロロエチレン」について、  
水質基準項目の名称において、シスー1，2－ジク  
ロロエチレン、トランスー1，2ジクロロエチレ  
ンそれぞれの濃度の和であることを明確に伝えるた  

001  

［理由］  

め、「シス1，2－－ジクロロエチレン及びトラン  

個別の濃度を求める部分だけの記載であり、その後の処理（合計をして求める等）の記載がないため。   
スー1，2－ジクロロエチレン」としていることか  

ら、改めて規定する必要はないものと考えます。  

1 分析法   

別表第15  
（1）ご意見のあった器具について、現行告示の現  

ヘッドスペースーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法  定により使用可能ですので、改めて告示に規定する  

002  
必要はないものと考えます。  

2 変更理由と箇所  
（2）試験溶液の不均一性を防ぐため、添加した試  

文章を追加する。  薬を十分に溶解させることは当然のことであり、改  

（2）「塩化ナトリウムを全て溶解させる」を明記し、検査結果のばらつきの可能性を低くする。  めて告示に規定する必要はないものと考えます。  



「水質基準に関する省令」等の一部改正案に関する意見の募集について  

平成20年6月13日  
厚生労働省健康局水道課  

「水質基準に関する省令」（平成15年厚生労働省令第101号）、「水道法施行  

規則」（昭和32年厚生省令第45号）及び「水質基準に関する規定に基づき厚生労  

働大臣が定める方法」（平成15年厚生労働省告示第261号）の一部を改正する案  

（別添）に閲し、下記の要領により御意見を募集します。   

なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。  

記   

1．意見の提出期限、提出方法及び宛先  

平成20年7月12日（土）（必着）までに、下記様式により、電子メール、ファ   

クシミリ又は郵便にてお寄せください。  

なお、提出していただく電子メール、ファクシミリ及び郵便には、必ず「「水質   

基準に関する省令」等の一部改正について」と明記してください。   

〈電子メールの場合〉  

suishitsu＠mhlw．go．jp（テキスト形式に限る。）   

〈ファクシミリの場合〉  

ファクシミリ番号：03－3503－7963  

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室あて   

〈郵便の場合〉  

〒100－8916  

東京都千代田区霞が関卜2－2  

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室   

〈記入項目〉   

［宛先］厚生労働省健康局水道課水道水質管理室   

［氏名］（貴方の所属（会社名・部署名）を併記してください。）   

［住所］   

［電話番号］   

［FAX番号］   

［件名］（「「水質基準に関する省令」等の一部改正について」と明記してくださ  

い。）   

［意見］該当箇所（資料のどの部分についての意見かを明記してください。）  

意見内容  

理由   

2．意見の提出上の注意  

御意見は日本語でお願いします。  

御記入いただいた氏名、住所、電話番号及びFAX番号は、提出意見の内容に不明   

な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。  

なお、寄せられた御意見が公開されることにつき、あらかじめ御了解願います。   



別添  

「水質基準に関する省令」等の一部改正案について   

1．改正案   

（1）水質基準に関する省令の一部改正  

「1，1【ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止する。（なお、「1，トージクロロ  

エチレン」は水質管理目標設定項目に追加し、その目標値は「0．1mg几以下」と  

する。）  

「シスー1，2ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止し、新たに「シスー1，2  

－－ジクロロエチレン及びトランスー1，2ジクロロエチレン」に係る水質基準を設  

定し、その基準を「0．04mg／L以下であること。」とする。（現行の「シスー1，2－  

ジクロロエチレン」に係る水質基準と同値。）  

「有機物（全有機炭素（TOC）の量）、」に係る水質基準について、現行の「5mg／L  

以下であること。」から「3mg／L以下であること。」に改める。  

（2）水道法施行規則の一部改正  

第15条（定期及び臨時の水質検査）の一部について（1）による水質基準項目  

の項番号の変更に伴い必要な改正を行う（項番号の変更）。  

なお、「シスー1，2－ジクロロエチレン及びトランス▼1，2【ジクロロエチレン」は   

現行の「シスー1，2－ジクロロエチレン」に係る規定と同じとする。  

（3）水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正  

（1）に伴い別表第14及び第15について「トランスー1，2一－－ジクロロエチレン」  

を検査対象項目にするなど所要の改正を行う。（別紙 検査方法告示改正案のとお  

り）  

（4）施行日  

（1）～（3）の施行日は、平成21年4月1日とする。  

2．参考資料  

参考1 「水質基準に関する省令」等の一部改正案について（経緯）  

参考2 食品健康影響評価の結果の通知について  

（平成20年5月29日府食第576号）  
参考3 食品健康影響評価の結果の通知について  

（平成20年5月29日府食第577号）  
参考4 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて  

（平成20年5月29日府食第575号）  
参考51，1ジクロロエチレンについての関連情報  

参考61，2一ジクロロエチレンについての関連情報  

参考7 有機物（全有機炭素（TOC）の量）についての関連情報   



3．その他  

2．（1）に伴う、水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年厚生省令第15   

号）、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成9年厚生省令第14号）、資  

機材等の材質に関する試験（平成12年厚生省告示第45号）、及び「給水装置の構造   

及び材質に係る試験（平成9年厚生省告示第111号）の改正案については、別途意見   

募集することとしている。  



検査方法告示別表第14及び第15改正案  

別表第14   

パージ・ トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法  

ここで対象とする項目は、四塩化炭素、1，4－ジオキサン、1，1－ニ㌻タロニエチレン■、シ   

スー1，2－ジクロロエチレン及びトランニ1－1、2一シクロU二］－チレン、ジクロロメタン、テト   

ラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジプロモクロロメ   

タン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムである。  

1 試薬  

（1）精製水  

測定対象成分を含まないもの  

（2）塩酸（こ1＋10）  

（3）メチルアルコール  

測定対象成分を含まないもの  

（4）内部標準原液  

フ／レオロベンゼン及び4－ブロモフルオロベンゼンはそれぞれ0．500g、1，4－ジオキサ  

ンーd8は0．400gをメチルア′レコー′レ10mlを入れた別々のメスフラスコに採り、メチ／レ  

アルコールを加えて100mlとしたもの  

これらの溶液1mlは、フルオロベンゼン及び4－ブロモフ′レオロベンゼンをそれぞれ5   

mg、1，4－ジオキサンーd8を4mg含む。  

これらの溶液は、調製後直ちに液体窒素等で冷却しながら1～2mlのアンプルに小分  

けし、封入して冷凍保存する。  

（5）内部標準液  

内部標準原液をメチルア′レコー′レで40倍（内部標準液A）及び400倍（内部標準液B）  

に薄めたもの  

3種類の内部標準物質を使用する場合には、3種類の内部標準原液をメチ／レアルコー   

／レ少量を入れた1つのメスフラスコに等量採取し、同様の希釈操作を行う。  

この溶液1mlは、フルオロベンゼン又は4－ブロモフルオロベンゼンをA液では0．125   

mg、B液では0．0125nlg、1，4－ジオキサン鵬d8をA液では0．1mg、B液では0．01mg含む。  

この溶液は、使用の都度調製する。  

（6）揮発性有機化合物標準原液  

四塩化炭素、1，4一ジオキサン、tトジグUt」ニュプレン、シスー1，2－ジクロロエチレ  

ン、トランスl，2－シ フ1コ∵J∵チレこ′、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、ト  

リクロロエチレン、ベンゼン、クロロホ／レム、ジプロモクロロメタン、ブロモジクロ  

ロメタン及びブロモホルムのそれぞれ0．500gについて、 メチルア／レコール少量を入れ  

た別々のメスフラスコに採り、メチ／レア′レコールを加えて10mlとしたもの   

これらの溶液1mlは、四塩化炭素、1，4－ジオキサン、1，1］ジ、タロロエプレン、シスー  

トランプし」∴ト㌧∵′1‾」1‾∴二Lナしこ一、ジクロロメタン、テトラ  1，2－ジクロロエチレン、   

－1－   



クロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジプロモクロロメ   

タン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムをそれぞれ50mg含む。  

これらの溶液は、調製後直ちに液体窒素等で冷却しながら1～2mlのアンプルに小分   

けし、封入して冷凍保存する。  

（7）揮発性有機化合物混合標準液   

それぞれの揮発性有機化合物標準原液1mlずつをメチルアルコール10mlを入れたメ   

スフラスコに採り、メチルアルコールを加えて100mlとしたもの   

この溶液1mlは、四塩化炭素、1，4－ジオキサン、1，1－ジクし＝⊥エチレン、シスー1，2－  

ジクロロエチレン、トランスー1，2－ジクロロエチレン、  ジクロロメタン、テトラクロ   

ロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジプロモクロロメタン、   

ブロモジクロロメタン及びブロモホルムをそれぞれ0．5mg含む。  

この溶液は、使用の都度調製する。  

2 器具及び装置  

（1）ねじ口瓶  

容量40～100mlのもので、ポリテトラフルオロエチレン張りのキャップをしたもの  

（2）アンプル  

容量1～2mlのもの  

（3）パージ・ トラップ装置  

ア パージ容器  

ガラス製で、5～25mlの精製水及び検水を処理できるもの  

イ 恒温槽】  

30～40℃に保持できるもの  

ウ トラップ管  

内径2mm以上、長さ5～30cmのもので、ステンレス管又はこの内面にガラスを被覆  

したものにポリー2，6－ジフェニルーp－ジフェニレンオキサイド、シリカゲル及び活性  

炭を3層に充填したもの又はこれと同等以上の吸着性能を有するもの   

エ 脱着装置  

トラップ管を180～200℃の温度に急速に加熱できるもの   

オ クライオフォーカス装置  

内径0．32～0．53mmの溶融シリカ管で、－50～－120℃程度に冷却でき、かつ200℃  

まで加熱できるもの  

ただし、クライオフオーカス操作を行わない場合は、この装置を使用しなくても  

よい。  

（4）ガスクロマトグラフー質量分析計  

ア 分離カラム  

内径0．20～0．53mm、長さ60～75mの溶融シリカ製のキャピラリーカラムで、内面  
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に25％フェニルー75％ジメチ／レポリシロキサンを1〃nlの厚さに被覆したもの又はこ  

れと同等以上の分離性能を有するもの   

イ 分離カラムの温度  

対象物質の最適分離条件に設定できるもの  

例えば、400cを1分間保持し、毎分3℃の速度で上昇させ230℃にできるもの  

ウ 検出器  

選択イオン測定（SIM）又はこれと同等以上の性能を有するもの  

エ イオン化電圧  

電子衝撃イオン化（EI）電圧を70Vにしたもの  

オ キャリアーガス  

純度99．999v／v％以上のヘリウムガス  

3 試料の採取及び保存   

試料は、精製水で洗浄したねじ口瓶に泡立てないように採取し、pH値が約2となるよう  

に塩酸（1＋10）を試料10mlにつき1滴程度加え、満水にして直ちに密栓し、速やかに試験す  

る。   

なお、残留塩素が含まれている場合には、アスコルビン酸ナトリウム0．01～0．02gを加  

える。  

4 試験操作   

検水（検水に含まれるそれぞれの対象物質の濃度が0．01mg／Lを超える場合には、0．0001  

～0．01mg／Lとなるように精製水を加えて調製したもの）をパージ容器に採り、内部標準液  

Bを検水5mlに対して2〃1の割合で注入する。次いで、パージ・ トラップ装置及びガスク  

ロマトグラフー質量分析計を操作し、表1に示すそれぞれの揮発性有機化合物と内部標準  

物質とのフラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、下記5により作成  

した検量線から検水中のそれぞれの揮発性有機化合物の濃度を算定する。  

表1 フラグメントイオン  

揮発性有機化合物   フラグメントイオン（m／z）   

四塩化炭素   117、119、121   

1，4－ジオキサン   88、58  

シスー1，2－ジクロロエチレン   61、96、98   

トラン∴1、2－シシL－∴］ニチレン   61、購、リS   

ジクロロメタン   49、84、86   

テトラクロロエチレン   166、164、129   

トリクロロエチレン   130、132、95   

ベンゼン   78、77、52   

クロロホ／レム   83、85、47   
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ジプロモクロロメタン   129、127、131   

ブロモジクロロメタン   83、85、47   

ブロモホルム   173、171、175   

フルオロベンゼン ※   96、70   

4－ブロモフルオロベンゼン ※  95、174、176   

1，4－ジオキサンーd8 ※   96、64  

※印は内部標準物質である。  

5 検量線の作成   

揮発性有機化合物混合標準液を段階的にメスフラスコに採り、それぞれに内部標準液A  

を1ml加え、更にメチルアルコールを加えて10mlとする。精製水を上記4と同様に採り、  

これに段階的に調製した溶液を精製水5mlに対して2〃1の割合で注入する。以下上記4と  

同様に操作して、それぞれの揮発性有機化合物と内部標準物質とのフラグメントイオンの  

ピーク高さ又はピ←ク面積の比を求め、それぞれの揮発性有機化合物の濃度との関係を求  

める。  

別表第15   

ヘッドス ペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法  

ここで対象とする項目は、四塩化炭素、1，4－ジオキサン、1，1－シ丁チェロエチレン、シ   

スー1，2－ジクロロエチレン及びトランスー1、2－ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テト   

ラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジプロモクロロメ   

タン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムである。  

1 試薬  

（1）精製水  

別表第14の1（1）の例による。  

（2）塩酸（1十10）  

（3）塩化ナトリウム  

測定対象成分を含まないもの  

（4）メチルアルコール  

別表第14の1（3）の例による。  

（5）内部標準原液  

フルオロベンゼン及び4－ブロモフルオロベンゼンはそれぞれ0．500gをメチルアルコ   

ール10mlを入れた別々のメスフラスコに採り、メチルアルコールを加えて100mlとし  

たもの  

1，4－ジオキサンーd8は0．400gをメチルアルコール5mlを入れたメスフラスコに採り、  

メチルアルコールを加えて10mlとしたもの  

これらの溶液1mlは、フルオロベンゼン及び4－ブロモフルオロベンゼンをそれぞれ5  
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mg、1，4－ジオキサンーd8を40mg含む。  

これらの溶液は、調製後直ちに接体窒素等で冷却しながら1～2mlのアンプルに小分   

けし、封入して冷凍保存する。  

（6）内部標準液  

別表第14の1（5）の例による。  

この溶液1mlは、フルオロベンゼン又は4－ブロモフルオロベンゼンをA液では0．125   

rng、B液では0．0125mg、1，4－ジオキサンーd8をA液では1mg、B液では0．lmg含むこ  

（7）揮発性有機化合物標準原液   

別表第14の1（6）の例による。  

（8）揮発性有機化合物混合標準液  

別表第14の1（7）の例による。  

この溶液1mlは、四塩化炭素、1，4－ジオキサン、1∴－ジ∵∵二＝エフレン、シスー1，2－   

ジクロロエチレン、トランスー1∴－シクロlコエチレン、 ジクロロメタン、テトラクロ   

ロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロホルム、ジプロモクロロメタン、   

ブロモジクロロメタン及びブロモホ／レムをそれぞれ0．5mg含む。  

2 器具及び装置  

（1）ねじ口瓶  

別表第14の2（1）の例による。  

（2）アンプル  

別表第14の2（2）の例による。  

（3）バイアル  

容量二し0～100mlのもの  

（4）セプタム  

（5）ポリテトラフルオロエチレンシート  

厚さ0．05mm以上のもの  

（6）アルミキャップ  

（7）アルミキャップ締め器  

（8）恒温槽  

60～j∃0℃に保持できるもの  

（9）ガスクロマトグラフー質量分析計  

ア 試料導入部  

最適温度が設定できるのもの  

イ 分離カラム  

別表第14の2（4）アの例による。  

り 分離カラムの温度  

別表第14の2（4）イの例による。  
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エ 検出器  

別表第14の2（4）りの例による。  

オ イオン化電圧  

別表第14の2（4）ェの例による。  

カ キヤリアーガス  

別表第14の2（4）オの例による。  

3 試料の採取及び保存   

別表第14の3の例による。  

4 試験操作  

（1）前処理  

／1イアルに塩化ナトリウムを検水量10mlに対して3gを入れた後、検水（検水に含ま   

れるそれぞれの対象物質の濃度が0．01mg／Lを超える場合には、0．0001～0．01mg／Lとな  

るように精製水を加えて調製したもの）をバイアル容量に対して0．70～0．85となるよ  

うに採り、内部標準液Bを検水10mlに対して2〃1の割合で注入する。直ちにポリテト  

ラフルオロエチレンシート、セプタム、アルミキャップをのせ、アルミキャップ締め   

器で固定する。次いで、バイアルを振り混ぜた後、恒温槽で30分間以上加温し、これ  

を試験溶液とする。  

（2）分析  

上記（1）で得られた試験溶液の気相の一定量をガスクロマトグラフー質量分析計に  

注入し、別表第14の表1に示すそれぞれの揮発性有機化合物と内部標準物質とのフ  

ラグメントイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、下記5により作成した検   

量線から試験溶液中のそれぞれの揮発性有機化合物の濃度を求め、検水中のそれぞれ  

の揮発性有機化合物の濃度を算定する。  

5 検量線の作成   

揮発性有機化合物混合標準液を段階的にメスフラスコに採り、それぞれに内部標準液A  

を1ml加え、更にメチルアルコールを加えて10mlとする。精製水を上記4（1）と同様に採り、  

これに段階的に調製した溶液を精製水10mlに対して2〃1の割合で注入する。以下上記4（1）  

及び（2）と同様に換作して、それぞれの揮発性有機化合物と内部標準物質とのフラグメン  

トイオンのピーク高さ又はピーク面積の比を求め、それぞれの揮発性有機化合物の濃度と  

の関係を求める。  
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水質管理目標設定項目の一部改正案に関する意見募集の結果について   

番号   御意見   当省の考え方   

【意見1】EPNとクロルピリホスのADIが再評価された結果、目標値が変更されたのは、   
当然であるが、両成分はいずれも有機リン剤であり、総有機リン剤としての目標値も  

001  
内閣府食品安全委員会の評価の動向等を踏まえ  

【理由】体内で、同じような機構で作用する有機リン剤はひとまと捌こして規制すべきで  つつ、今後の検討課題としたいと考えます。  

ある。   

【意見2】水源周辺で使用される農薬の種類と使用時期、数量について、農薬の使用者・販売者に対し、   
水道事業体へ、農薬成分ごとの使用計画の提供を義務づけるべきである。  

【理由】  

1、県や農協が作成している防除基準や防除暦の提供だけでは、農薬毎の使用時期、使用量が不明であ  
る。  

2、農水省は、地方部局や全農等へ、水道事業体が行なう農薬使用に関する情報収集に協力するよう依  
頼（16消安第3967号、H16年10月26日発出）を出しているが、これでは不十分であり、協力のみでは、正  
確な情報が把握できない。  

3、水源近くの桜並木に殺虫剤が散布されていたり、河川敷の不快害虫駆除に農薬の殺虫剤が使用され  
ていた。このような事例は水道事業体に通報されていない。  

今回の意見募集の直接の対象ではありません                              【意見3】有機リン系やビレスロイド系殺虫剤が衛生害虫・不快害虫用殺虫剤・シロアリ防除剤として、  
多用されている。さらに、農薬と同じ成分を含有する非農物用除草剤が、量販店やホームセンターで販売  が、今後の業務の参考とさせていただきます。  

002                                          されている。 これらの使用は、前記の農薬取締法でいう農薬でないため農水省の通知対象に該当しない。  
農薬でない、殺虫剤や除草剤についての水源汚染実態も調査すべきである。  
【理由】  

1、残効性のあるビレスロイド系殺虫剤は大気を通じ、水系汚染につながる恐れがある。  
2、DDVPなど有機リン剤の中には大気や雨水中に検出されるものもある。  
3、非農作物用除草剤の農作物への使用は禁止されているが、非農耕地での使用を規制する法律がな  

い。  

【意見4】建築物衛生法にもとづき、薬事法で承認された衛生害虫用殺虫剤が使用されるが、ビルやマン  
ションに設置される貯水槽等の殺虫剤汚染実態を調査すべきである。  
【理由】H20年6月5日、大阪市内のビルの貯水層に殺虫剤が誤まって混入された。  



番号   御意見   当省の考え方   

【意見5】河川水や地下水の農薬汚染実態調査を実施し、水質管理目標値設定の対象農薬選定の参考にすべき  
である。  
【理由】環境省による「農薬残留対策総合調査」（H15～H18年度）  

http：／／www．env．go．jp／water／dojo／noyaku／report2／index．html  
によれば、以下のようである（＊印は水道目標値が設定されていない農薬成分）。  
水田用農薬が、表に示すように、河川水に検出されている。さらに、埼玉県の元荒川と中川で、04年度と05  

年度に実施された河川水の長期モニター調査では、チオペンカルプが50日間検出（0．11－0．88ppb）、CATが全  
期間検出（0．04－0．15ppb）、イソキサチオンのオキソン体が30日間検出（0，78Tl．30ppb）、イブロベンホスが75日  
間（0・03－0・22ppb）、プロモプチドが9月以外の全期間検出（0．4－3．40ppb）されている。このうち夕張川の水質に  
目標値3FLg／Lを超えたMEPが検出された。  
非水田用農薬の調査でも、04と05年度には、テンサイとコムギが栽培されている北海道の売買川流域で、5月  
中旬－9月下旬に調査が行なわれ、アトラジン0．5、フルトラニル2．8、プロシミドン0．12、ペンシクロン0．3、  

002（  
メトラクロール＊0．9、レナシル0．77、NAC2．37、TPNO．02各ppb（いずれも最大値）が検出されている。  

つづ  

き）  

【意見6】アトラジン、シマジン、 ジメトニ丁ト、トリフルラリン、ペンディメトリンの目標値は、食品衛生  
法におけるミネラルウオーターの暫定残留基準に比べて1．5～8．3倍高値であり、再考を要する。  

【意見7】目標値が設定されている農薬成分について、H19年度の全国水道事業体での水道原水・浄水・給水  
栓水等における検出状況を教えられたい。農薬成分ごとの検体数、検出数、検出範囲、目標値を超えた検体  
数、検出率の一覧表で示されれば幸いである。  



（参考）  

水質管理目標設定項目の一部改正案に関する意見の募集について  

平成20年6月13日  
厚生労働省健康局水道課  

水質管理目標設定項目（平成15年10月10日健発第1010004号厚生労働省健康局長通  

知）の一部を改正する案（別添）に関し、下記の要領により御意見を募集します。   

なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。  

記   

1．意見の提出期限、提出方法及び宛先  

平成20年7月12日（土）（必着）までに、下記様式により、電子メール、ファ   

クシミリ又は郵便にてお寄せください。  

なお、提出していただく電子メール、ファクシミリ及び郵便には、必ず「水質管   

理目標設定項目の一部改正について」と明記してください。  

〈電子メールの場合〉  

suishitsu＠mhlw．go．jp（テキスト形式に限る。）  

〈ファクシミリの場合〉  

ファクシミリ番号：03－3503－7963  

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室あて  

〈郵便の場合〉  

〒100－8916  

東京都千代田区霞が関卜2－2  

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室   

〈記入項針〉   

［宛先］厚生労働省健康局水道課水道水質管理室   

［氏名］（貴方の所属（会社名・部署名）を併記してください。）   

［住所］   

［電話番号］   

［FAX番号］   

［件名］ （「水質管理目標設定項目の一部改正について」と明記してくださ  

い。）   

［意見］該当箇所（資料のどの部分についての意見かを明記してください。）  

意見内容  

理由  

2．意見の提出上の注意  

御意見は日本語でお願いします。  

御記入いただいた氏名、住所、電話番号及びFAX番号は、提出意見の内容に不明   

な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。  

なお、寄せられた御意見が公開されることにつき、あらかじめ御了解願います。   



別添 

水質管理目標設定項目の一部改正案について  

第6回厚生科学審議会生活環境水道部会において、厚生労働科学研究の結果及び内閣  

府食品安全委員会における清涼飲料水に係る健康影響評価結果を踏まえ、以下の改正方  

針が了承されるとともに、必要な事項について食品安全委員会とさらなる調整を図って  

いくこととなった。今般、同部会で示された方針について、食品安全委員会の了解が得  
られたことから、以下のとおり改正を行うものである。   

改正案  

（1）「アルミニウム及びその化合物」の追加  

・水質管理目標設定項目に「アルミニウム及びその化合物」を追加する。その目標  

値は「アルミニウムの量に関して、0．1mg／L以下」とする。   

（2）「1，1－ジクロロエチレン」の追加   

・水質管理目標設定項目に「1，1－ジクロロエチレン」を追加する。その目標値は  

「0．1mg／L以下」とする。  

（3）「ジクロロアセトニトリル」「抱水クロラール」の目標値の変更  

「ジクロロアセトニトリル」に係る目標値を現行の「0．04mg／L以下（暫定）」から  

「0．01mg／L以下（暫定）」に改める。  

「抱水クロラール」に係る目標値を現行の「0．03mg／L以下（暫定）」から「0．02mg／L  

以下（暫定）」に改める。  

（4）農薬類の対象農薬リスト中の目標値の見直し  

「EPN（殺虫剤）」に係る目標値を現行の「0．006mg／L」から「0．004mg／L」に改め  

る。  

「クロルピリホス（殺虫剤）」に係る目標値を現行の「0．03mg／L」から「0．003mg／L」  

に改める。  

（5）「トランスー1，2－ジクロロエチレン」の削除  

・水質管理目標設定項目から「トランスー1，2－ジクロロエチレン」を削除する。  

（参考資料）  

平成19年10月26日第6回厚生科学審議会生活環境水道部会  
資料2－2 水質基準の見直し等について（案）  

（と！．！…奴⊥二∠聖数J裏止竺こ【£込＿．．ぬこ辿j」⊥∈．＿し∠三些：．こ乙19．逢．ヒニ王ユ旦些二l【重宝∴ぷカニ夏ご）（PDF：407KB）   




